
○熱海市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス推進事業費補助金交付要綱 

令和５年３月３１日 

告示第３７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、家庭における温室効果ガスの排出削減を推進するため、ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス推進事業を実施する者に対して予算の範囲内において交付する補助金に

関し、熱海市補助金等交付規則（昭和３９年熱海市規則第２９号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス推進事業 国ZEH補助金又は県ZEH補助金を受ける事

業をいう。 

(2) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入によ

り、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー

等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指し

た住宅をいう。 

(3) 国ZEH補助金 国がZEHの普及促進を目的に実施する別表に掲げる補助金をいう。 

(4) 県ZEH補助金 省エネ住宅新築等事業費補助金（令和４年静岡県告示第３２６号）に基づ

き交付される補助金をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 現に熱海市の住民基本台帳に記録されている者 

(2) 市内に自らが所有し、かつ居住するため、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス推進事業

を実施する者 

(3) 市税等を滞納していない者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、１戸につき７０万円とする。 

（交付の申請） 

第５条 規則第４条及び第１２条の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする補助対

象者は、国ZEH補助金又は県ZEH補助金の交付額確定通知（複数年度事業については、最終年



度の交付額確定通知）の通知日の属する年度の末日までに、熱海市ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス推進事業費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める

場合については、この限りでない。 

(1) 国ZEH補助金又は県ZEH補助金の交付額確定通知書 

(2) 補助対象住宅に係る請負契約書又は売買契約書の写し 

(3) 前号に規定する契約に係る領収書の写し 

(4) 補助対象住宅の位置図 

(5) 補助対象住宅の全景写真 

(6) 熱海市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス推進事業費補助金請求書（様式第２号） 

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

（財産処分の制限） 

第６条 規則第１９条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数等に相当する期間とする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に開始するネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス推進事業から適用する。 

別表（第２条関係） 

対象となる国ZEH補助金名称 担当省庁 

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス(ZEH)化等支援事業）のうちZEH支援事業 

環境省 

住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費補助金（ネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業）のうち次世代ZEH＋（注文住宅）実

証事業及び次世代HEMS実証事業 

経済産業省 

住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業のうちLCCM（ライフサイ

クルカーボンマイナス）住宅整備推進事業 

国土交通省 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

 


